
通して、心身共に健康で、豊かな感性と創造力を培い、生きる力を育みます。

　　【　３　つ　の　満　足　】

重要事項説明書

子どもたちとご家族の方々の幸せが私たちの幸せであり、多世代が共生できる

地域コミニュティづくりをすすめ、地域社会という大家族を紡ぐ役割を担います。

２．ありがとうが言える子ども（思いやりのある子ども）

１．子どもと家族の満足

２．職員の満足

３．地域社会の満足

信頼関係を基に、子ども・家族、保育者、地域が連携し、

互いに成長できる保育園を目指します。

１．一人ひとりの育ちを大切にしながら、異年齢保育の実践

２．保護者（家族）の気持ちに寄り添った子育て支援事業の実践

３．保育者は「笑顔・感謝・思いやり」を忘れず1日1日を大切にした子育ての実践

４．多世代が交流し、共に協力しあって生きる　すべての人に優しい地域コミュニティづくりの実践

よく寝て（生活）、よく食べ（食育）、よく遊ぶ（自然との関わり）楽しい園生活を

１．あいさつができる子ども（明るく元気な子ども）

３．良い事、悪い事がわかる子ども（人の話をよく聴く子ども）

４．よく遊び、よく考える子ども（自立する子ども）

５．自然と生き物を大切にできる子ども（情操豊かな子ども）

保育目標



月 月

４月 １０月

５月 １１月

６月 １２月

７月 １月 新年にこにこ会 

８月 ２月

９月 お月見会・敬老会 ３月

毎月

その他

7:30

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:30

19:00

教えられるものではありません。生きる力や心を育むため、幼老共生による世代間交流をもとにして ぷちあんじゅ保育園

　人の成長において最も大切なのは愛されているという実感です。また発達の基本は“人との関わり”の中にあります。

園では、ご家族が愛情をそそぐように保育者と子どもたちとの信頼関係を築き、安定した状態で過ごしていきます。  

子どもたちは、年齢の違う友達と一緒に遊びや生活を共にする中で、お家にいるかのように時にはけんかをしながら

友だちへの憧れ感やまねっこ、お世話をしたりされたり、友だちとの楽しい時間が流れていきます。　そこには尊敬・慈愛・

共感や葛藤など様々な成長の糧がたくさん詰まっています。日々兄弟姉妹のように過ごす中で、自然と「コミュニケ

ーション力」「社会性」「思いやり」が育まれていくことでしょう。　また、お年寄りとの日常的なかかわりを自然なかたちで

経験できる環境を大切にしています。祖父母が孫に与えるあの無条件の大きな‘愛情と受容’を感じることができます。

　ゆったりとした時間の中での世代をこえたかかわりは、人が人として成長していくために欠かせない経験であり、誰かに

ひな祭り会・お別れ会

では楽しい生活や遊び、様々な活動を通して子どもたちの育ちを見守り支えていきます。

行　　　事 行　　　事

入園式・こいのぼり見学・家庭訪問（個人懇談） さわらび祭・運動会ごっこ

子どもの日のつどい（端午会） 親子遠足・落ち葉遊び

水遊び クリスマス会・餅つき会

七夕会・水遊び

夏祭り 豆まき会・生活発表会

身体測定・避難訓練・おたのしみ会（お誕生祝い会）・園外散歩

保育参観日（参加日）年2回程度　　　あんじゅの里との交流

時間
活　　　　　動

乳　　　児 幼　　　児

開園・順次登園・健康チェック 開園・順次登園・健康チェック

授乳・おやつ おやつ

戸外遊び・室内遊び・午前睡 戸外遊び・室内遊び

給食準備・給食 給食準備・給食

午睡準備・午後睡 午睡準備・午後睡

目覚め・おやつ 目覚め・おやつ

自由遊び・健康観察・順次降園 自由遊び・健康観察・順次降園

　　 　　

延長保育 延長保育

閉園 閉園



【 法 人 名 】

　　理事長　　吉富　智

　　連絡先　　福寿会さわらび苑　　　TEL　086-293-7733　　

【 施 設 名 】

【 施 設 所 在 地 】

〒　７０１－０１５１　　岡山市北区平野８５７－４

【 施 設 連 絡 先 】

☎ 　０８６－９０３－３３７０

fax   ０８６－９０３－３３６０　

mail  ｐｅｔｉｔａｎｇｅ＠ｓａｗａｒａｂｉ-ｅｎ.ｃｏｍ

【 施 設 概 要 】

木造　２階建て　（準耐火構造）

1階保育室
（ほふく室）

2階保育室 乳児室 調理室 便所 医務室 その他 施設延面積

５４．６５㎡ ７９．４９㎡ １２．３㎡ ８．７㎡ １１．５９㎡ ７．４５㎡ ８２．０８㎡ ２５６．２６㎡

＊その他　：　多目的ホール、事務所、エレベーター等

＊設備の種類：床暖房　冷暖房　沐浴槽　など

【 園 舎 図 】

社会福祉法人　福寿会

事業所内保育施設　“ ぷち あんじゅ ”

医務室

幼児トイレ

保育室

(多目的室)
ほふく室



【 職 員 紹 介 ・ 職 員 体 制  】 職員数　1３名 （令和６年３月１日現在）

園　  長 安井　光子

　　＊職員の指揮監督の他、園の運営管理全般を統括します。

主任保育士 森 安  ま り 子　　       

保 育 士 　　1２人

保育士配置基準 ０歳 児童数３名に保育士1名以上

１歳・2歳 児童数6名に保育士1名以上

　　＊保育に従事し、その計画の立案、実施、記録及び

　　　 家庭連絡等の業務を行います。

看護師 　　＊園児の健康状態を観察し、健康管理等の業務を行います。

栄養士 　　＊献立の立案や給食の総括業務の他、園児の食育の指導に

　　　 関する業務を行います。

嘱託医 　　　岡山市北区庭瀬810-3 　ＴＥＬ （086）250-2017

　　◎かりや内科　　刈屋憲次先生

　　　　＊園児の定期健康診断及び保健衛生の指導に関する業務を

            行います。

　　　岡山市北区庭瀬５４０ 　ＴＥＬ （086）293-6666

　　 ◎矢尾デンタルクリニック　　矢尾尚武先生

　　　　＊園児の定期健康診断及び口腔衛生の指導に関する業務を

           行います。

調理員 　　　　＊給食調理業務を行います。

用務員 　　　　＊園内の諸業務に関して指定された雑務を行います。

※「岡山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年岡山市条令

　第９６号）」に定める職員配置基準を遵守するため、利用定員を超過して園児を受け入れる

　場合等においても上記に定める員数のほか、必要に応じて職員を配置することとしています。

【 利 用 対 象 年 齢 】

０ 歳児   ～　 満３歳未満児 　（３号認定）

【 入 園 対 象 者 】

①社会福祉法人　福寿会の運営する事業所に勤務する職員の子ども

②岡山市の認定要件に該当し申請により３号認定を受けた子ども

【 利 用 定 員 】

４0名　

（０歳児６名、１・２歳児３4名）



【 開 園 日 お よ び 開 園 時 間 】

①保育時間　　 毎週　月曜日～金曜日　7：30　～　18：30　　延長保育時間　18：30～19：00　　

　　　　　　　　　　　土曜日(申し出保育)　　7：30　～　18：30　別途申し込みが必要となります

 　　　　　　　　　 　※申込みは利用予定の週の月曜～水曜までに職員に提出してください

 短時間保育　　　　8：30～16：30（延長は18：30まで）

②休園日　　 　日曜日・祝日

　　　　　　　　 　１２月３０日～１月３日（年末年始）

【 認 可 年 月 日 】

【 保育園利用開始について 】

園を利用するためには、居住する市町村に保育必要事由に該当する認定３号を受け、岡山市の

利用調整を経て施設利用決定を受ける必要があります。詳しくは、居住する市町村の窓口にお尋ね

ください。また、居住する市町村に当園の利用申し込みをされる場合は、事前に当園の施設見学を

していただくなど、当園の運営方針や保育内容等を十分にご承知ください。

利用決定後は、同意書及び誓約書等書類を提出していただきます。

【 保育園利用終了について 】

保育園の利用は、以下の理由により終了します。

①園児の年齢が４月１日をもって満３歳以上になったとき。（認定２号）

②保護者の方の保育事由が無くなったとき。なお、保育必要事由の認定については居住する

　　市町村の窓口にお尋ねください。

③保護者の方から退園の届けがあったとき。なお、退園届は退園希望月の前月２０日までに

　必ず提出してください。

④その他、当園の利用継続に当たり重大な支障や利用困難な理由があるとき。

①登園は、9時10分までにお願いします。

　　欠席や遅れる場合には、９時までに必ず電話連絡をしてください。

②毎月の期限までに、翌月の保育園利用予定表を提出してください。

③保育日の変更が必要な場合は、原則として３日前までに保育園に連絡をお願いします。

④仕事の都合などやむを得ずお預けの予定時間を過ぎる場合、保育園へ連絡をお願いします。

⑤お子様の体調を知るために、登園後、検温をお願いします。

⑥慣らし保育については、園にご相談ください。

　　　★保育園の利用について

平成28年4月1日



【連携保育園について】

　　　　　　 連携施設の種類 岡山市認可保育所

名称 あんじゅの里

所在地 岡山市北区川入873-1

連携協定の概要 集団保育の提供・代替保育の提供

利用乳幼児の卒園後の受け皿

【 保 育 料 に つ い て 】

特定地域型保育事業にかかわる利用者負担額として、居住する市町村から納入通知が

送付されます。詳しくは、居住する市町村の窓口にお尋ねください。

その他、諸費として月500円と諸実費が必要となります。

保育料および諸費は、口座引き落しとなります。詳細は別紙を参照してください

延長保育を利用される場合は　　18：30～18：45　( 1日 )　　150円　　　

18：30～19：00　( 1日 )　　 350円　　　　※月極利用　　3,500円

短時間利用の方で契約時間を超える場合には1日350円、月極3,500円

【 食 事 ・ お や つ 】

①連携施設あんじゅの里で調理し、隣接する高齢者住宅の厨房にて配膳・提供します。

②毎月の献立表を事前に作成し、掲示するとともに保護者の方へ配布します。  

③ミルク・離乳食については保育士に相談してください

④食物アレルギーのあるお子様については、個人面談にて詳細を相談させていただきます。

　　（個別に相談の上、生活管理表の記入をお願いします。記入事項に基づき、除去食での対応となります。

　　　除去食で対応できない場合は、弁当となります。　この場合、保育料の変更はありません）

⑤１２ヶ月からの卵・牛乳、その他食品摂取については、個人差を考慮し、保護者の方と

　　ご相談しながら様子をみて進めていきます。

　　　　（未摂取のため除去していた食品について、医師の指導のもと、家庭で複数回

　　　　　摂取して症状が誘発されていない場合「除去解除申請書」を提出してください。）

⑥保育士及び調理員は、毎月検便を行っています。

【 健 康 管 理 】

①定期健康診断を年２回実施します。

　　健診結果に、異常が見られた場合は、早めに検査および治療を受けてください。

②毎月１回、身体測定を実施します。

③予防接種は、保護者の責任において行ってください。

　　尚、予防接種を受けられた場合は、保育園にお知らせください。

　　お子様の様子に何かあれば、お知らせします。



【 発 熱 ・ 疾 病 時 の 対 応 】

①原則として、朝から37.5度を超えた熱とともに元気がなく機嫌が悪い場合、食欲がなく

　　朝食・水分補給が摂れていない場合はお預かりできません。

②保育中に３８度以上の発熱が見られた場合や体調が良くない場合には、

　　保護者の方へ連絡します。お迎えをお願いします。

③薬の投与が必要な場合は、「服薬依頼書」を提出していただきます。

　別紙：岡山市岡山っ子育成局保育園幼稚園課から発行の「保育園とくすりについて」を

　　　　　参照してください。

④市販薬のお預かりは致しません。

⑤家庭で薬（坐薬も含む）を使用された場合は、お知らせください。

　特に24時間以内に解熱剤を使用している場合や38度以上の発熱・下痢・体調が悪かった

　場合は必ず保育者に口頭で伝えてください。子どもの細かな体調の変化も保育者にお伝えください。

⑥感染症の場合は、医師による「証明書」を提出するまで登園出来ません。

　・「証明書」は、保育園に常備しています。お申し付けください。

①水分補給のため、水筒などに飲み物をご用意ください。（ジュース以外）

②持ち物には、お子様がわかりやすいよう、すべてに記名してください。

③園外に行くときかぶりますので、園帽子は必ず持ってきておいてください。

④布団は、週末に持ち帰りますのでシーツを洗う・干すなどして、衛生的なものを、次週お持ちください。

⑤着替え、おむつ、ナイロン袋、おしり拭きなどは、前日に使用した分を確認して、持ってきてください。

⑥詳細については別紙を参照してください。

保育園では、以下のような形で保護者の皆様とご連絡をお取りいたします。

①　保 育 士

登園時やお迎えの時には直接保育者が保護者の方へ、１日の様子、健康状態、

食事などについてお話いたします。

　　別紙：園で流行しやすい感染症を参照してください。

５．連絡体制

４．持ち物



②　連 絡 帳

その日の様子、健康状態などについて、保育園との連絡などにご活用ください。

記入してほしい事項 ： 体調、食事メニュー、排便、睡眠について

  その他、例として「覚えたこと」「遊んだこと」「困ったこと」など

③　園 だ よ り

子どもたちの姿や翌月の行事予定、ご家庭へのお願いなどをお知らせいたします。

④　家庭への連絡事項

保育園の玄関にある掲示板にてお知らせいたします。毎日、確認してください。

⑤　緊 急 時

保育の提供時に子どもの体調の急変その他緊急事態が生じたときは、あらかじめ保護者が

指定した緊急連絡先に連絡をし、嘱託医またはかかりつけ医へ連絡をとるなど必要な借置を

講じます。

保護者と連絡が取れない場合には、お子様の身体の安全を優先させ、保育園が責任を持って

しかるべき対処をおこないますので、あらかじめご了承をお願いします。

　　◆嘱 託 医 ：  かりや内科　　　刈屋憲次 先生　　　　　 TEL086-250-2017

　　◆岡山市西消防署　：　岡山市北区野殿西町427-1　　ＴＥＬ086-256-1119

　　◆岡山市西警察署　：　岡山市北区野殿東町2-10　　　ＴＥＬ086-254-0110

⑥　非常時災害時の対策

消防計画作成先： 岡山市西消防署

防火管理者： 主任保育士　森安　まり子

避難訓練： 火災・地震または不審者を想定した避難・消火練習として月１回実施します。

防災設備： 非常警報装置・非常灯・誘導灯・消火器・避難器具（救助袋）

防犯設備： 防犯カメラ

避難場所： 第1避難場所　　クレアンジュ駐車場(086-903-3310)　

第2避難場所　　 岡山市平野公園

第3避難場所　　福寿会さわらび苑(086-293-7733)

⑦虐待防止のための措置

保育園では、園児に対して、暴力行為・わいせつ行為・無視・保育の放棄その他の心身に有害な

影響を与える行為をしないほか、園児の人権擁護・虐待防止のため責任者を設置するとともに、

職員に対する研修をおこなっています。また、児童虐待を受けたと思われる園児を発見した場合は

速やかに岡山市こども総合相談所ほか関係機関に通告し、連携・協力して適切に対処します。



　　◆岡山市こども総合相談所（児童相談所）

　　　　岡山市北区鹿田町一丁目１番１号（岡山市保健福祉会館５階）

ＴＥＬ086-803-2525

　　◆岡山市北区中央福祉事務所

　　　　岡山市北区鹿田町一丁目１番１号（岡山市保健福祉会館１階）

ＴＥＬ086-803-1209

⑧保育内容に関するご相談・ご意見・ご要望・苦情

◆保育園の相談・苦情対応窓口について

　　　相談・苦情受付担当者 ：　主任保育士　森安　まり子

　　　相談・苦情解決責任者 ：園長　安井　光子

　石川敬之　（つばさ法律事務所）

　重歳　妙　（元吉備学区愛育委員会会長）

　板野　悦子　（陵南学区愛育委員会会長）

　楠木　忠司　（岡山市議会議員）

　須田　秀忠（観音堂町内会副会長）

　太田　正孝　（岡山県会議員）

　難波　雅徳　（大松精機株式会社経理部長）

　難波　充義　（元岡山市北区定杭町内会長）

◆保育園以外の相談・苦情受付窓口について

　　　　岡山市岡山っ子育成局幼保運営課　指導係

　　　　　　岡山市北区大供一丁目１番１号　　ＴＥＬ086-803-1227

　　　　岡山県運営適正化委員会（社会福祉法人岡山県社会福祉協議会）

　　　　　　岡山市北区南方二丁目１３番１号　ＴＥＬ086-226-9400

（岡山県総合福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・ＮＰＯ会館「きらめきプラザ」３階）

　　　　　　　　第三者委員 ： 

　　　　　　　　第三者委員 ： 

　　　　　　　　第三者委員 ： 

　　　　　　　　第三者委員 ： 

　　　　　　　　第三者委員 ： 

　　　　　　　　第三者委員 ： 

　　　　　　　　第三者委員 ： 

　　　　　　　　第三者委員 ： 



怪我や事故の無いよう安全管理を徹底し、保育運営を行います。

万が一に備えて、保育園では傷害保険・施設賠償保険・生産物賠償責任保険に加入しています。

日本スポーツ振興センターの加入をお願いします。（保護者負担額２４０円）

入会については別紙を参照してください。

子どもたちの健やかな成長には何より心の栄養が大切です。保育園はご家庭にかわる場となり

お子さまが常に安定して過ごせるよう努力していきますので、保護者の皆さまにはご理解・ご協力

の程よろしくお願い致します。

ご意見・ご要望等がございましたら、園長・保育者にお伝えください。

６．補償制度

７．おわりに


	R7年 重要事項説明書

